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後見制度とは
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１

成年後見制度の趣旨



成年後見制度とは、判断能力の不十分な成人を保護し、支援する制度です。

民法や他の法律で制度が定められています。未成年については、親権者が契約締結の際の代理人になるなど、未成年者保護が定められています。ところで、成年者についても判断能力が十分にある人ばかりではありません。未成年者と同様に保護が必要な方も多いのです。

具体例としては、認知症になった高齢者が、ニュースで見るような悪徳業者にだまされて、不当に高額な家のリフォーム契約を結んでしまった場合や知的障害者が働きに出る場合に、しっかりと判断や自己主張をしないのをいいことに、不当に安い賃金で雇用契約を雇い主と結ばされてしまうような例です。

このような場合に、第三者がこれらの契約を取り消すか、そのような契約を締結する前に第三者が代理人として契約するなどすればこのような不合理を回避できます。
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ご相談をご希望の方は、下記よりお電話かメールで

ご相談受付にお申込みください。
電話で相談受付に申し込む

0120-803-628
受付時間：平日9:00～19:00
※通話料は無料です

メールで相談受付に申し込む
ご相談受付
通常1～2営業日以内に担当の弁護士から
ご連絡させていただきます。




弁護士法人
朝日中央綜合法律事務所について
	事務所概要
	弁護士紹介

事務所へのアクセス
	東京事務所
	大阪事務所
	横浜事務所
	名古屋事務所
	福岡事務所
	札幌事務所


サービスご案内
	料金・費用のご案内
	ご相談の流れ
	お問合せ・ご相談受付
	プライバシーポリシー

法律関連情報
	法律トピックス

採用関連情報
	採用情報


お取扱業務
裁判、示談交渉など
	裁判・示談交渉

相続、不動産など
	相続、遺産分割、遺留分、遺⾔
	不動産
	貸地・貸家明け渡し
	地代・家賃増減額
	離婚、離縁
	成年後⾒
	交通事故


企業法務、顧問弁護士など
	企業法務
	顧問弁護士
	会社支配権紛争
	非上場株式の売却、評価
	事業承継
	税務訴訟






[image: 朝日中央綜合法律事務所]


Copyright © 2024・Asahi Chuo Law Office・All Rights Reserved.


   


 通話無料
平日 9:00～19:00 





 メールフォーム
でのお問合せ 








  